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微小粒子状物質（PM2.5）成分測定マニュアルに関する 

Ｑ＆Ａの策定について 

 

 大気環境行政の推進につきましては、平素より御協力を賜り、厚く御礼申し

上げます。 

 微小粒子状物質（以下「PM2.5」という。）の成分分析の実施については、平成

22 年３月 31 日に改正した「大気汚染防止法第 22 条の規定に基づく大気の汚染

の状況の常時監視に関する事務の処理基準について（平成 13 年５月 21 日環管

大第 177 号、環管自第 75 号）」に基づき、「微小粒子状物質（PM2.5）の成分分析

ガイドライン（平成 23 年７月 29 日環水大大発 110729001 号）」（以下「ガイド

ライン」という。）を策定し、「微小粒子状物質（PM2.5）成分測定マニュアル（平

成 24 年 4 月 19 日付環水大大発第 120419002 号）」（以下「成分測定マニュアル」

という。）に基づいて実施することとしております。 

 今般、環境省では、PM2.5 の成分分析に係る精度の向上を目的として、成分測

定マニュアルに関するＱ＆Ａを別紙のとおり策定しましたので、お知らせしま

す。 

 

 

 

 

 

問合せ先              
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TEL：03-5521-8294  
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